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義
が
あ
る
「
い
え
る
リ
し
か

L
、

。

一
η
ひ
粂
）
、
そ
れ
と
は
別
に

rに
是
一
十
一
求
め
る
と
い
う
い
的
措
出
、
り
立
哀
が
銃
わ
れ
る
c

他
寺
、

す
で
L

完
了
し
た
業
持
一
剖
れ
に
つ
い
て
は
、

株
十
f

代
表
一
－
川
訟
の
V
F
泊
が
弔

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

、
九
、
つ
れ
る
I
h
j

め

斗
二
条

点
締
役
μ
守
が
＋
仏
件
、
法
規
及
び
A
h
K
L
の
た
款
山
茂
万
、
す
る
行
為
ピ
レ
、
会
土
ー
に
損
害
J
P
」及。は
j
m
uれ
が
あ
る
場
企
に
お
い
て

h
V
1
1クハ

l

、
一
以
A
T
l

為
ぃ
、
仇
っ
て
ゴ
成
会
わ
い
i

に
昔
、

J

い
団
主
↓
が
μ
ド
乙
る
松
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
是
正
を
請
求
「
る
と
い
う
の
で
は
、
市
y
，
川
防

ι

の
機
能
生
［
来
た
せ
な
い

こ

の

さ
J

な
場
ム
円
に
お
い
て
是
正
清
ぷ
株
は
、
市
」

f

が
一
世
什
胃
で
は
な
く
古
つ
後
貯
早
立
の
機
能
、

f
v
右

J

な
い
こ
と

料
、
弁
防
止
の
に
の
の
時
事
の
迅
速
仕
対
比
は
山
店
刊
で
き
な
い
っ

一
）
ぷ
止
J

出
求
権
付
ワ
の
掠
案

取
締
役
等
の
を
法
行
為
を
い
ら
j

く
抑
制
し
、
八
百
社
に
ロ
ボ
＋
ハ
が
生
じ
る
の
を
防
τ
け
ず
J
7
Q

之
氏
に
は

監
卓
丈
R
，hv弘
中
川
発
ι
t
c
，
川
か
ら

介
入
C
L
P
る
刻
世
ー
を
整
備
す
る
必
安
が
あ
る

U

連
法
行
為
け
芸
止
め
は
そ
れ
が
た
結

γ
る
前
に
行
使
し
な
日
れ
ば
な
ら
ず
、
継
続
中
心

リ
瑳
法
状
能
川
J
T
取
ゎ
除
く
こ
と
も
茅
止
請
求
の
け
象
に
な
る
と
い
う
の
か
美
止
仇
む
の

般
的
店
主
J
T
方
で
あ
る
こ
L

し
カ
し

（！メ人民半、日：／ス・＂ 32店、 947:zoリ.11、



前
u
点、ぶんでい州一一り、同也正訂トパ
J

権
い
は
、
会
し
か
1

利
低
の
侵
牢
が
史
什
と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

信中

UJ
羽
引
に
立
存
し
な
い
限
わ
い
す
別
巴
工
作
の

効
h
り
が
な
い
。
ま
た

は
状
て
れ
ぷ
訴
訟
の
提
起
が
刊
誌
と
？
？
川
、
こ
れ
は
事
後
紋
凶
の
法
的
山
い
か
ん
旦
豆
は
で

損
古
川
が
品
川
π牛

の
重
斗
が
違
法
p

ゃ
い
ね
の
足
』
よ
h
A
一
組
バ
百
の
凶
徒
に
信
か
れ
る
ん
｝
め
で
丸
山
ぐ
っ
。
こ
の
ド
で
一
ノ
に
与
え
る
乙
、
門
事
会
の
事
前
件
査
機
能

を
向
ト
さ
せ
る
止
め
に
は
、
阿
世
間
事
会
に
戸
止
請
求
権
を
斗

d

え
Q
必
波
が
占
め
る
、
と
い
え
よ

「3
〈》

被
告
義
務

ご
）
取
締
役
会
へ
の
報
告

r

九
務

業
必
執
行
jhy決
定
す
る
梧
限
を
持
つ
の
は
取
締
役
会
で
め
い
ノ

へ
公
一
口
九
条
出
羽
a

回
じ
条
て
取
締
役
会
長
は
取
締
役
会
心
決
議

の
完
治
以
況
に
対
し
一
巳
廷
判
1
る
夜
仲
間
を
白
川
う
ー
し
き
れ
て
い
る
｛
公

干
の
一
条
一
川
ノ
コ
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
会
長
は
取
締
役
会
心
構

成
は
ご
ろ
ム
Y
て
の
他
心
取
締
役
の
職
務
執
行
令
拡
台
し
白
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
、
え
る
ま
ん
一
、
経
由
円
ー
は
取
締
役
会
心
決
議
を
実
施
す

る
義
誇
や
負
っ
と
主
れ
7
、
い
る
た
め

一
凶
条
二
攻
・
ー
の
粂
一
巴
サ
一
、
取
締
役
会
兵
は
径
回
心
職
務
執
行
を
も
慌
台
、
い
な

♂～  「, 
jζ 

日
れ
ば
な
、
つ
な
い
こ
い
え
る
）

収
締
役
会
一
又
は
以
締
役
会
に
よ
h
J
W点
付
，
解
任
さ
れ
る
の
ご
あ
る
か

i

円一

一

八

条

項

シ
己
、
コ
ド
、

、
夜
締
役
会
ば
一
夜
一
締
役
会
長
及
ひ
ど
の
他
の
攻
締
役
に
対
ト
1
7
9

佐
川
脊
柱
阪
会
、
有
、

J

て
い
ゐ
J

解

rる
こ
と
が
吋
能
で
あ
れ
、
こ

れ
に
出
え
て
取
締
役
会
心
構
定
江
と
あ
る
奴
紡
役
の
仙
の
取
は
初
役
の
戦
務
執
行
に
刈
ず
る
聡
対
義
務
4
v
早
か
れ
る
／
一
L
、える
υ

こ
の
ホ

F

つ
ノ
一
九

取
締
役
会
に
巴
机
い
同
法
限
、
市
発
動
さ
L

取
締
役
会
が

U
速
に
対
応
L
円
疋
正
す
る
こ
t
T
v
矧
μ
付
さ
れ
る
ご
乙

成
約
役
ま
ト
は
経
刊
ぺ
h
r
k
中
リ
の
行
為
J
U
Y

－
し
、
も
？
く
は
当
政
行
為
を
す
る
恐
れ
ひ
あ
る
と
泌
氏
ら
れ
る
こ
さ
、
常
事
去
は
こ
れ
ら
の
主

「乙一

羽
に
つ
手
取
締
役
人
口
に
報
告
ト

J

べ
き
こ
す
る
の
が
妥
当
で
お
／
J
7
0
4
3
1
～
ご
の
ぞ
つ
な
貝
弛
か
ら
、
取
前
川
い
同
八
百
の
川
泊
集
慌
を
匹
刑
事
会
ピ

ぺ一

弘
、
え
る
べ
き
で
為
る
と
い
q

う
提
案
も
な
さ
れ
て
い
司
る
〈

: Ex人i.tc刊行l'3+S:3tiJ c4汚［2川：；I、



（
二
）
株
主
総
会
へ
の
報
告
兵
務

い
エ
総
会
ヘ
幻
判
μ

義
務
に
つ
い
て
は
問
文
の
規
｛
一
ι
が
在
い
υ

7

作
ム
総
会
は
伊
川
事
会
の
械
μ
（
口
に
つ
い
て
審
議
了
る
と
だ
め

J

れ
て
い

る
に
乙
ど
ま
り

（
ふ
山
口
、
U
条
・

一
八
条
店
、
凶
口
立
、
胤
刊
行
口
の
時
間
、
内
容
位
む
方
法
に
つ
い
し
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
ラ
報

告
の
刈
止
れ
に
つ
い
て
は
、
歌
手
会
が
取
品
川
役
会
の
株
主
税
会
に
提
出
？
）
〕
d
h
つ
に
す
る
誌
来
及
び
者
数
般
を
祝
盃
L
、
法
令
も
し
く
は

定
款
に
、
司
河
川
反
し
、
ま
た
は
M

脅
し
く
不
ψ
i
h
弘
事
項
が
あ
γ
Q

こ
認
め
る
と
き
は
、
社
咋
下
か
に
ん
罰
に
そ
の
日
L～
を
報
告
一
αJ
べ
き
て
ゐ
る
に
す
る
主

「民一同～
h
r
j
w
必
F

〆匂
η

取
引
会
に
は
臨
時
妹
、
総
会
心
犯
北
米
従
来
権
が
守
え
ら
れ
ど
お
り

九
条
ム
一
以

f
L
1条
川

J

号
前
段
）
、

wrm
半
会
合

ら
従
来
が
な
さ
れ
七
場
今
、
取
締
り
守
ん
誌
は

今
月
以
内
に
読
時
株
王
総
会
ハ
ピ
間
保
L
な
行
れ
ば
な
ら
な
い

公
ご
久
市
五
日

d

）
一
辺

考を長

末
、
同
様
と
な
う
と
の
い
い
隅
時
妹
、
ド
工
総
会
の
持
主
い
い
惟
tdで
め
る
が
、
益
事
会
心
件
格
、
地
位
及
び
梧
阪
か
ら
、
足
に
請
求
権
を
行
性
し

二
結
合
に
限
っ
て
慌
事
会
日
つ
が
尚
北
「
株
i
稔
会
を
問
主
主
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
「
る
見
解
が
あ
う
た
が
、
常
事
会
二
必
出
火
、
山
市
場
八
汗
内

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

協
昨
J
M
件、
i
紙
会
（
U
U折

ht権
J

ど
t
p
J

え
な
い
の
－
uu
慌
事
会
一
り
仙
日
立
糾
い
を
低
卜
Y
J

せ
る
ほ
か
、

存
か
ざ
る
寸
〔
γ
作
な
く
な
る
と
の
批
判
か
ら
、

除
去
職
務
J
V一
両
行
す
る
に
昨
日
九
し
取
締
役
会
ご
い
似

臨
時
株
土
wm一
会
の
船
長
権
主
監
事
会
に
J
J
え
る
べ
さ
で
あ
る

LYUっ
戸
が
強
か
っ

れ
J

乞
受
け
て
、
ば
互
依
の
公
J

円
法
に
釘
い
て
は
、

臨
時
株
ニ
総
会
の
招
た
が
徒
系
な
さ
れ
て
か
ら
二
F

ノ
刀
以
内
に
芳
、
締
役
ム
A
M’村
υ

丈
J

主
か
う
行
場
九
「

J＇守

阿
と乙

ズ＇
凶
号

後
p支軍心

条
五
w 
ら

監
弔
ム
ム
は
自
ら
臨
時
紙
工
品
川
会
す
品
集
す
J

る
こ
こ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

ノ；＼
品

k 
タL
ポ

臨
時
株
ム
総
会
の
招
〆
し
押
へ
の
日
的
に
つ
い
て
は
明
文
の
川
判
定
が
な
い
が
、
会
社
の
利
パ
山
の
た
め
と

な
お

い
う
の
が
民
件
で
あ
る
乙

γ
る
n
F
燃
が
あ
る
。
慌
時
川
叶
｝
総
会
心
招
集
F

も
の
悦
用
を
防
止
す
，
る
た
め
に
は

ロ－

べ
さ
C
4めり、

招
集
の
安
壮
h
z

也
氏
拾
に
す

し
に
A
1ノ
て
、
会
U
引
の
川
一
汗
の
こ
め
の
沼
集

η
み
認
め
ら
札
て
令
民
I
y
t
E
T】
わ
、
孔
る
。
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（
一
）
株
主
総
会
へ
の
提
案
権

改
止
後
の
公
可
法
で
は
、
院
主
公
の
扶
t

給
公
ヘ

〆｛

r、町
l、

丸
条
項
・
ア
札
凶
ヤ
ム
ボ
h
H
E
J
刊
阿
茶
棒

f
L

い
る

の
内
容
に
つ
い
て
は
明
r

人
の
泌
定
が
な
い
が
、
八
五
社
の
引
刊
誌
の
三
め
の
提
案
ご
あ
れ
ば
よ
い
乙
対
1

）
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
公
叶
川
い
が
改
正
さ
れ
る
r
削
か
ら
、
取
締
役
人
古
か
ら
け
独

υ一
性
心
内
［
」
権
限
の
強
化
の
に
め
り
ト
ヴ
ベ
ポ

ζ
L
て
、
獄
事
会
に
取
物

役
以
此
び
M
引
注
等
に
叶
周
一
α
ノる人、市宇
a
椛
を
『
》
、
q

九
る
ベ
〉

L

斗
一
プ
山
る
ベ
き
で
あ
る
と
λ
q
J

る
円
川
熔
…
、
取
締
仙
付
円
疋
び
経
坦
の
悦
山
汗
に
均
寸
J

る

ιに
案
格
bγ

）什
J

も
え
る
べ
一
奇
打
一
し
あ
ヲ
hW
し〈

72
る
υ
ι
hい
川
、
選
江
山
、
明
日
片

一一Lh
｝

及
び
古
川
叫
に
関
す
る
必
，
条
誌
を
与
え
る
べ
き
で
お
る
と
す
る
見
勝
、
取
締
役
の
山
市
選
作
似
砧
明
者
の
指
名
権
を
ソ
え
る
と
と
も

ι、
取
締

さ
ら
に
は
取
締
役
の
退
任
拾
を
ソ
え
る
へ
寺
一
I
fあ
る
と
す
る
見
焼
、
取
締
役

同
ザ
の
併
が
提
案
権
p
ど」
J
え
る
べ

仏
｝

解
任
権
主
人
J

え
る
へ
か
む
で
為
る
ー
と
す
る
見
解
等
が
丸
つ
だ
っ

改
誌
似
の
公
凶
法
に
は
川
、

獄
事
玄
だ
件
、

行
政
伝
説
、
ム
品
払
れ
の
人
公
私
心
び
に
株
王
総
会
の
決
議
H

迂
反
し
た
取
締
役
及
び
R

同
級

町
村
民
人
員
二
対
す
る
悶
併
に
い
提
案
権
を
有
す
る
と
寸
る
制
皮
が
導
入
さ
れ
て
い
る

べ
き
で
あ
る
と
い
号
徒
主
を
受
け
、

九
条
一
一
「
ハ

h
同
条

門
勺
将
校
段
）
っ
株
王
託

余
の
決
議
4

島
以
の
有
与
に
つ
い

巴「十一寸ム
μ
は
株
川
町
ペ
パ
μ
り
げ
は
該
宗
反
の
一
色
況
に
つ
い
て

J
ド

Fひ
っ
と
寸
る
筑
え
が
初
め
J
L
公
司
法
い
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
ご

4 

取
市
苧
ヘ
日
以
内
運
皆
川

少

｝

ず

pι

、、

か
γ
h
uい
寸
寸

昨
同
ハ
ド
会
の
返
済
ん
川
氏
ピ
つ
い
て
は
定
訟
で
定
げ
の
司
令
こ
さ
れ
て
い
に
が

:.11 

一
足
丹
、
改
正
伐
の
公
司
法
で
は
、
以
N

の
払
う
な
改
止
が
加
え
ら
れ
た

U

院
事
会
に
は
、
叫
同
引
宇
〈
十
円
買
の
巡
れ
ト
i

教
の
止
賛
成
で
U

副
長
へ
中
「
ト
一
訟
で
は
一
七
烹
L
を

れ
ば
去
ら
な
い

一
八
条

A

一
頃
前
段
）
。
議
長
は
昨
宇
九
五
の
川
町
長
を
行
わ

の
訪
問
は
合
引
の
げ
治
に
芳
、
ね
ら
れ
ご
い
る
〆

: Ex人i.tc刊行l'3+S:38J 日目白川：；I、



長
け
れ

P

は
な
り
な
い
が
、

一
一
長
が
手
事
会
を
招
集
す
る
一
一
方
f

｝
が
で
き
ー
ゴ
い
と
き
に
は
、

副
議
ヌ
が
監
事
会
事
一
招
集
し
な
け
れ
ば
な
り
ず
、

さ
ら
に
、
吋
州
議
長
が
民
事
公
を
出
生
計
「
る
、

τ）
が
で
き
白
い
ζ

き
に
は
、
山
1

数
以
上
C
庄
司
事
に
亡
ソ
引
波
打
甘
さ
れ
た
民
事
が
慌
事
会
を
択
一

集
L
な
け
れ
ば
な
っ
以
い

八
条
一
一
頃
後
段
）
士
三
、
民
事
会
ば
ハ
ゥ
バ
こ
こ
に
少
な
く
／

Z
同
開
催
さ
れ
改
け
れ
ば
な

ら
ず
、
阿
弥
平
は
陥
時
民
主
ア
ム
六

η
靖
粧
を
提
案
す
Q

こ
と
が
で
さ
る

〔公

O
条
一
一
日
）
n

監
事
九
百
三
前
宇
γ

刀
法
及
び
表
決
の
手
続
き

は
、
公
司
法
の
品
川
ん
守
必
に
よ
る
が
、

そ
れ
川
1
A

外
心
手
立
に
つ
い
て
は
’
正
弘
で
定
げ
の
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
公
一
一
一
心
条
一
パ
4
1
さ
ら
げ

1
4
2
1
会
は
半
絞
以
ニ
幻
啓
一
戎
で
決
一
一
蹴
さ
れ
る
と
定
め
ら
、
れ
て
ユ
ベ
ト

ノ守、
F：、

。
久
士
一
前
三
、
早
川
市
ア
会
い
か
刈
八
王
た
は
ん
人
M
W

ーリの巨お以

で
構
成
さ
、
れ
る
場
合
に
は
、

fr数
以
十
干
し
人
ま
た
は
一
人
が
ん
内
ま
れ
る
に
吟
、

の
帆
久
行
人
古
川
温
半
紋
に
し
な
ん
M

っ
た
U

は
y
U
泣
の

取
枇
C
ん
あ
る
し
〈
い
わ
ざ
る
を
に
げ
勺
い
な
日
、

決
設
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

公
司
以
に
川
口
八
日
い
わd

な
規
イ
て
が
設
け
ら
れ
こ
い
な
い
た

考を長

め
、
事
実
ー
定
款
で
定
め
る
こ
と
に
な
る
で
為
ろ
う
へ

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

料
佐
川
査
秩
序
に
ロ
尚
北
が
生
1
1
業
務
以
行
が
牢

佐
川
市
射
の
沿
い
制
に
つ
い
て
は
、

Jim
市
中
が
駁
査
の
専
門
知
誌
に
守
／
）
v
し
い
と
い
う
こ
じ
〆

（叫一

制
さ
れ
ナ
ざ
る
恐
れ
が
お
る
と
い
う
こ
と
、
生
一
リ
（
り
瑚
一
止
か
ら
、

ω
集
中
心
日
円
以
託
制
JY
排
除
d
る
意
味
で
台
誌
体
の
獄
事
会
制
度
を
維
持
す

内

H
の
制
皮
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
号
二
と
を
こ
と
で
脂
μ
惜
し
て
お
き
た
い
J

7

した

が
っ
亡
、
監
事
む
れ
い
任
制
乞
設
け
る
べ
き
J

ず
る
此
系
に
賛
成
す
る
c

べ
き
さ
あ
る
L
Y

い
う
三
児
が
め
る
力
、

責
特
追
及
仁
お
け
る
権
限

従
来
、
取
締
役
J
会
社
一
の
間
り
訴
訟
に
お
い
ザ
｛
三
誌
が
会
祉
を
代
表
す
る
百
に
つ
い
て
は
規
定
か
な
っ
た
n
3
コ
ム
ム
引
を
代
表

ず
る
持
は
恥
締
役
会
長
て
あ
Q
と
さ
れ
て
い
に
た
め

取
締
役
こ
会
社
と

こ
、
。
、
〈
、
日
比
二
h
uい

F

山又

i

主：

j
l
t
耳
？
イ

＼

l
i
t
 

γ
1

川一Yハj
r

条

会
長
か
会
判
官
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、

こ
と
か
ら
、
夫
祉
の
代
表
権

訴
訟
が
八
九
正
寸
乞
欠
く
も
の
に
な
れ
り
炉
ね
な
い
と
い
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の
設
山
円
い
は
、
こ
の
よ
う
ー
ゴ
間
町
砲
の
解
決
に
日
な
ら
ず
、
J

形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
、
な
い
ー
い
え
ノ
批
判
も
あ
ハ
介

v

し

と
が
っ
て
、
れ
約
伐
と
会
社
〆
｝
の
司
の
訴
訟
に
お
い
て
は
町
事
会
が
会
討
を
代
表

γ
穴
き
で
あ
る
乙
ず
る
技
終
や
、
州
連
／
一
会
什

r幻

ユJ
i」
p

ねじ、
J
I
、ふ
υ

J

i

l

l

 

閣
の
訴
J

叫
に
お
い
て
も
『
事
会
が
会
当
を
代
表
f

、

川
以
花
伎
の
公
川
法
に
お
い
て
は
、
監

事
会
は
八
C
U以
前
か
b
中
仙
ま
た
は
ム
円
以
で
先
行
許
可
人
総
数
の

。
。
分
の

3
iを
布
す
る
株
主
η
ら
の
請
求
が
為
コ
た
場

台
、
取
締
役
及
び
高
級
管
迂
人
江
に
付
し
投
与
賠
償
の
芯
え
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
は
っ
た
r

公

li 

条

日
・
一
ム
升
（
ノ
仏
市
）

伯
方
、
孟
事
会
に
自
ら
の
判
断
に
よ
る
法
長
権
ヂ
ハ
J

え
る
べ
き
か
否
か
に
つ
レ
で
は
、
吉
見
が
分
か
れ
て
い
る
c

こ
れ
を
不
ハ
生
ず
る

小

意
見
は
、
株
主
内
支
訴
訟
が
提
起
、
〈
と
れ
た
と
き
に
畑
山
つ
亡
、
店
主
九
日
の
九
五
社
代
L
九
従
ケ
一
認
許
J

る
べ
き
て
あ
る
と
L
U
J

司
令
六
一
一
れ
を
ι
け
ど

オ
ノ
る
意
け
ん
は
、
妹
、
半
総
人
一
な
い
大
株
干
の
支
心
配
を
受
け
る
ケ
1
ス
が
多
〈
、

支
担
林
ド
工
jF一吋
パ
か
取
締
役
下
車
狂
す
る
と
い
う
方
弘
中
間
一
じ

て
会
社
C
経’「七人民トハ
J
L
て
い
る
ぬ
今
に
は

f
j
群
が
あ
屯
ム
M
L
Y

い
、
え
る
と
い
う
瑚
片
寸
口
、
怯
事
会
が
肉
門
一
の
川
円
断
に
よ
い

J

提
訴
し
て

t
い
と
「
る

v

ド量
y
九
百
円
か
榊
絞
的
に
稔
査
主
行

と
い
う
専
門
的
な
耽
査
終
悶
で
あ
る
以
上
、
今
て
の
政
罷
心
範
凶
に
つ
い
て
は
一
誌
品
川
の
余
地
が
占
め
る
も
の
の

株
王
、
目
、
つ
の
請
求
い
叫
ん
な

か
ア
ペ
；
げ
で
色
、
自
ら
の
刊
断
で
な
締
役
等
に
什
円
以
損
中
賠
償
の
一
市
え
を
旧
日
起
で
さ
る
よ
う
L

す
べ
き
で
あ
ろ
う
に

。

』孟
平
同
で
は
4h民
体
こ
な
っ
て
往
来
の
怪
JMR
が
一
れ
わ
れ
て
き
た
た
め
一
、

新
し
い
統
治
初
織
は
反
尽
に
ζ

ッ
て
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、

ィ；t

所
右
と
託
、
引
が
分
離
手
れ
て
い
る
枚
式
会
什
こ
い
う

コ

ポ

l
i
l
－
ガ
パ
ソ
ン
ス
に
お
け
γ

心
配
け
官
の
重
変
性
I

九
対
ず
る

認
識
も
止
ヴ
＼
監
十
九
日
桜
潟
で
d

め
る
島
事
会
の
絞
殺
及
び
F

の
位
置
づ
け
に
対
ず
る
認
市
川
も
f

ハ！八刀
C
あ
る
ら
《
い

改
正
絞
り
公
寸

法
rL
一
泊
し
て
も
お
平
会
の
い
置
づ
日
が
依
然
と
し
て
法
的
に
町
確
に
さ
れ
て

、店
r
h
平
ム
ム
は
単
な
る
取
締
り
山
会
に
よ
る
粁
営
に
い
ね
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日
る
前
引
い
L
一
関
係
主
の
利
誌
の
代

η品
て
と
い

子
一
、
？
？
り
れ

t
h山
ゎ
、
し
れ
川
社
内
の
健
全
一
性
確
保
と
い
λ

の
が
松
明
会
の
、
土
た
る
機
能

cあ
る
と
い
う
認
識
が
ん
ー
な
お
形
4

寂
さ
れ
て
い
な
い
っ

円
本
伝
に
お
け
る
昨
在
役

VJ 
Hi 
1;1ょ

日
本
日
ベ二、
7' 

ft 
i土
↓ょ

欧λ、L
何

千之

t主
f長
王寺
~＇i 
メk
t寸

万1午

民r'
ノk
u 
ι 
ヱ、

民主
査
権
f~ 

?'c 
l工、

' 

例
外
ζ

し
て
非
公
明
会
引

に
お
い
唱
し
は
、
活
再
佼
設
山
由
良
川
引
と
会
川
沿
査
人
設
開
会
社
P
9
J
J
き

ーペ

スμ
一
一
八
九
条
項
・
七
一
一
泊
引
っ

川
会
款
の
｛
疋
吟
に
よ
い
り
訴
が
役
の
権
限
ケ
↓
会
計
巨
木
吋
徒
浪
に
mffι

ず
る
こ
と
が
で
き
る

（
ム
ぷ
）

川

J
h
K
1
3
z
r」

d

f

J

1

d

 

u
h山
川
町
的
業
務
幹
有
権
狽
に
宮
内
L
f
る
法
符
治
一
成
は

り
て
一
め
る
わ

考を長会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

供
夜
間
州
出
町
TJ

の
絵
備
に
お
け
る
情
報
収
集
停

企
業
の
境
全
市
仁
と
社
会
的
信
組
J
Y
担
保
す
る
同
は
、
恥
刊
行
却
で
あ
る
取
締
役
に
よ
る
軟
骨
と
、
そ
れ
と
lv
場
合
目
ハ
に
ず
る
万
バ
J
F

、J
ス

惚
比
怖
心
情
授
が
必
長
で
あ
る
、
そ
の
よ
h
l
な
ガ
パ

7
ン
ス
機
構
の
惰
壊
に
あ
た
っ
て
は
、

ハJ
C
悶
勾
ー
に
改
正
さ
れ
L

ペ
ヨ
本
駁
査
役
主

ぶ一↓協
A

三
の
新
聞
y
し
本
役
u
也
八
日
本
棋
に
お
い

の
世
下
一
同
日
’
室
長
な
記
杯
出
と
い
沢
市
斗
づ
円
ら
れ
て

れ' 

岸
本
一
環
境
の
整
情
に
あ

～
一
三
L

般
に
考
え
ら
れ
る
間
決

ζ
L
て
は
、
ぽ
査
伐
の
臣
「
長
職
務
中
川
市
助

T
Qス
タ

フ

の

庁

な

mFゃ
、
恥
査
役
に
山
知
禄
が
椛

支
に
伝
法
手
れ
る
ル
ー
卜
町
一

J

政
情
M
J
の
主
墳
が
特
に
刊
告
げ

駅
伝
役
は
い
つ
で
も
取
結
役
及
び
会

1
4
2
L
7
布
び
に
支
配
へ
そ
の
池
心
使
用
人
一
に
刻
し
事
業
日
報
与
を
本
め
、

3
｝
は
陪
計
役
設
置

ム
品
川
む
の
業
務
改
び
財
悼
の
状
況
に
刻
し
司
叫
ん
判
を

γ
る
い
一
と
が
で
き
る

三
百
一
八
え
れ
二
羽
）
。
た
だ

L
、
監
公
役
心
院
査
を
定
款
ゲ
よ
百

（
会
一
一
八
九
条
一
一
山
ア
仁
項
）
）
さ
ら
に
、

叫
川
和
れ
よ
日
育
会
社

ι
お
け
る
恥
締
勺
ー
は
、
会

に
幌
定
し
て
レ
る
た
引
は
除
か
れ
る
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弘
い
若
、
以
い
剣
山
よ
］
を
及
ぼ

F
張
れ
の
あ
る
士
山
市
会
を
凡
ん
見
、
）
た
ー
一
き
は
、

νスム
wm
が
な
く
て
も
夜
七
J

L
午
、
れ
を

rT大門一引札に枝川一口、
J

な
け
れ
ば

江
ら
な
い

両
悦

1
uト
且
公
役
は
、

ぽ、
肝仇
刀、

あ
Jコ n
で ii:'
あ干寄
る #JJ
乙者
考を
え｛更

る｝ヨ
〈二」， -r 
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川
4
5の
山
波
状
、
業
務
・
肘
廷
の
品
交
に
つ
い
て
、

る
、一

ζ 
4、
μ 
｝／ 

、日｛

き「ム
ザー

＇＂ι士二二

斗L

＇~条
悩
w 
を
づ寸,. 

な

山
町
府
が
虐
ろ
と
い
う
緊
張
関
係
が
、
世
十
六
中
環
い
い
引
の
予
備
の

区
甘
ん
札
伐
の
い
情
報
収
集
に
潟
ず
る
時
出

η
苓
備
及
び
そ
の
夫
効
性
が
い
か
に
前
叫
で
あ
る
か
が
伺
え
る
ハ

駅
伝
役
の
取
締
役
会
へ
一
け
同
席
は
、
業
務
執
行
に
潟
一
9
ゐ
怠
u
m
b
？JF止
の
ゾ
ロ
セ
ス
」
主
計
た
り
、
業
務
肢
査
に
必
要
な
情
慨
を
日
る
、
ア
乙

JMJ 

が
そ
の
日
常
で
あ
る
u

一つ

C

年
の
改
止
荷
法
に
よ
り
、
は
査
役
は
取
締
役
会
に
出
荷
し
な
円
、
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
又
三
一
八
一

条
一
点
、
一
〈
も

J
d

と
も

山
爪
叫
叩
勺
ー
ム
討
に
山
山
内

1
て
長
見
を
述
べ
る
権
限
M
r
守
え
ら
れ
C
。打、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
九
4
h
同
席
す
る
こ

2
が
験
品
川
一
一
の
さ
ぎ
よ

213併
さ
い
川
、
結
査
役
が
市
内
同
な
く
欠
席
す
れ
旬
、

z
m
v
こ

一
九
七
四
年
の
改
正
以
降

と
が
仔
務
慨
怠
と
な
る
と
解
さ
れ
て
詮
え
と
日
ろ

〉

予
防
的
叫
比
例
主
権
限

転
ぶ
一
門
役
の
佐
古
川
一
の
五
施
に
つ
い
て
法
は
一
一
？
防
隊
査
を
期
待
し
て
い
る
に
下
山
F
f
上九同は川巨人
u
役
阪
査
の
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
ア
ィ
ヴ
ハ
で
あ

る
が
、
ど
号
す
れ
ば
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
か
が
昔
変
人
々
説
想
で
あ
る
一

F
h
流
【
伐
の
以
締
役
会
い
お
け
る
立
見
限
必
一
徒
に
つ
レ
て
は

従
来
か
b
出
品
権
川
様
、
権
利
て
あ
る
！
一
川
町
に
義
的
で
も
あ
る
r
一
怖
さ
れ

／

也

J

F

F
ん
｝
、

二
口
、
1

一
午
の
改
正
商
法
が
吹
締
役

会
へ
の
品
持
及
バ
J
U
兄
陳
述
を
義
務
化
し
た
い
一
と

（
会
一
一
八

一
条
店
（
）
に
つ
い
て
は
、
佐
先
役
が
そ
の
権
限
を
行
使

F
る
に
あ
た
コ

亡
折
、
バ
者
の
制
限
を
今
日
、
怪
限
り
行
使
h
I
不
時
に
は
る
ζ

い
っ
た
事
態
を
打
球
「
る
工
こ
に
？
て
の
執
日
が
怖
か
れ
て
い
る
に
併
ず
る

山一

も
の
や
、

股
W
A
n
仙
い
が
一
品
畑
一
地
目
的
に
妥
hvi
性
U
V
M

査
に
潟
じ
い
ず
る

つ
ま
り
、
欧
査
役
心
任
務

て
い
る
乙
解
「
る
も

は
、
取
締
役
会
に
お
け
る
口
也
決
！
止
力
不
八
万
さ
宏
指
荊
し
、

必
パ
バ
江
市
町
宵

（
清
訟
が
十
分
で
あ
る
か
京
7

一
か
、
立
否
決
定

T
U刊
さ
が
ん
円



型
的
さ
あ
ヲ
引
か
否
か
、

に
つ
い
て
以
締
役
会
に
主
一
斉
寸
る
こ
と

間
以
い
ね
一
ハ
川
氏
は
以
締
役
会
の
意
思
決
定
に
派
し
て
、
与
の
調
作
の

合
住
・
山
円
安
e

M

判
凶
及
＼
J

方
法
め
決
必
十
読
さ
等
に
コ
い
こ
、
川
い
意
、
v

首

E
Hを
述
べ
る
ご
と
が
＃
写
ぶ
さ
れ
る
y
し
い
う
の

ば
締
役
立
感
法
令
hAが
完
了
L

一川」

に
相
需
が
生
じ
る
の
を
防
止
「
る
た
め
に
は
、

ι
同
点
品
役
の
叶
J
U
速
な
対
応
が
期
待
さ
れ
る
つ

そ
こ

C
、
監
査
役
は
、
取
結
役
小
ム
五
叫
れ
の
斗
的
の
諸

E
M円
け
行
為
、
そ
の
他
法
令
も
し
く
は
定
款
に
海
反
「
｝
白
行
為
を

L
、
ま
J
J

は
こ

れ
九
の
行
為
を
す
る
川
、
］
れ
β

あ
る
均
台
ピ
お
い
て
、
当
該
ノ
t
A刊
に
よ
コ
マ
、
会
社
に
告
し
い
役
中
川
和
μ

生
ず
る
山
山
川
町
い
い

rfの（
ο
一
さ
は
、

ψ
i
該

取
締
役
に
対
し
、
そ
の
行
為
古
止
め
る
こ
1
1
y品
川
水
す
る
こ
と
か
で
き
る

三
し
れ
一
九
I
仏
条
一
部
、
）
〈
こ
乃
一
川
叫
ん
け
に
お
い
て
は
、
知
人
H
報

江
口
主
い
を
も
の
ど
そ
れ
一
ゲ
↓
報
告
す
る
一
三
の

4
4ゲ↓
U
的
と
す
る
業
務
に
照
待
ず
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
山
工
令
書
の
発
パ
1HH体
JEト
ポ
然
に
町

止
す
る
こ
と
と
料
主
が
よ
い
ノ
強
く
頃
む
の
は
立
扶
で
め
い
的
り
、
歌
配
役
心

MlE前
ド
本
格
は
、
業
務
が
完
了
す
る
前
の
最
終
的
子
治
的
益
査

考を長

こ
こ
ヒ
リ
げ
る
ま
L
い
照
合
と
は
、

と
し
て
C
意
味
介
い
れ
七
色
品
川
く
も
つ
も
の
ι

h
r
h
p
A

川、

／
一
、

そ
に
払
害
の
質
及
ひ
昌
に
お
い
て
兵

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

し
い
こ

日
制
宇
（
り
同
仮
の
叫
能
川
h

の
有
無
は
問
題
と
な
、
り
た
い
と
解
さ
れ
と
い

:l 

報
告
義
務

ミ文
科

役
71' 
ィ、
正
の
イj

為
会

、
、々

」ノ

＼ 

；士

己；！；
才j
為
を
t 
co 
Jf., 

才L
！守

;s 。
防＂＇

<'IJ 
co 
}' 

き

ー
に
は
1
山
へ
も
L
く
は
’
心

款
に
造
反
す
る
ド
｛
人
J
A
「
く
は
い
者
じ
く
ぶ
川
な
事
実
が
山
や
や
こ
認
め
る
乙
き
は
、
遅
滞
在
く
、
そ
の
じ
HoT取
締
役
（
政
締
役
会
政
霊
会

仁
報
告
し
な
け
れ
ば
な
つ
な
い

公
＝
八

υ

代
表
取
締
役
及
び
そ
の
仇
の
取
締
役
を
牝

hu－－

祉
に
あ
っ
て
は
、

取
締
役
会
）

業
務
執
行
を
決
定
「
司
令
暗
限
を
も
つ
の
は
取
締
役
ι主
で
あ
り

三
九
一
六
二
条
ん
豆
、
取
締
役
会
に
J

の
権
限
を
行
使
す
る
契
絞
を
ヲ

え
る
三
め
、
院
査
役
に
こ
心
ぽ
止
門
義
務
J

／
一
色
（
わ
ザ
て
、
る
け

ま
た
、
一
－

k
川
位
入
は
、
取
締
役
か
妹
、
「
総
会
に
た
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
、
h
A
U

鍍
そ
の
位
法
務
自
令
て
ど
め
る
も
の

へ
ゐ
以
祉
法
託
行
閣
】
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則
。
え
条
ケ
士
り
、

高
鋭
的
記
録

L
y
f
の
他
の
資
料
〉
乞
訓
h
H
L
作
品
け
れ

FJ？っ一な
L
C
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

法
行
J
U
し
く
は
p
t

款
に
造
反
し
、
ま
た
は
告
し
く

Trゴ
な
主
墳
が
あ
る
乙
認
め
、
J
れ
る
と
き
は
、
句
点
、
心
誠
一
司
の
結
果
を
い
杭
ヰ
総
会
に
械
告
し
白
け
れ
ば
な

ら
ヨ
い

ヘ
ム
汽
一
八
四
条
一
三
監
査
役
は
、
以
締
役
公
ピ
品
川
刊
し
、
守
口
込
を
池
ペ
仕
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
之
さ
一
八
今
二
条
項
）
、
監
公
役

の
忠
克
除
述
が
前
川
視
さ
れ
ず
議
案
に
反
映
さ
れ
な
い
ま
ま
、
ま
に
は
取
は
交
代
会
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
な
ノ
＼
「
の
ふ
う
な
議
案
e
首
脳
制

が
総
会
に
提
川
六
れ
る
と
き
は
、
区
打
ι
仕
役
は
川
や
が
仏
国
で
守
け
じ
ノ
を
泊
べ
る
こ
と
に
な
る
の
で
み
る
。

4 

独
任
制
と
ん
μ
一
議
制

連
）
一
い
怜
孟
貨
は
多
数
決
に
引
染
ま
白
い
も
心
で
ト
め
る
か
ら
、
計
一
青
山
川
川
院
は
川
畑
仔
制
で
な
け
れ
ば
と
ら
ず
、

p
h
古
志
児
の
形
成
や
益
査

の
実
υ
討
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限

η
独
任
制
心
長
一
前
を
活
か
す
へ
ι
斉
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
υ

他
方
、
！
大
会
七
一
へ
さ
条
ム
ハ
コ
ラ
）
で
あ
る
公
開
会
社
｛
会

条
斗
！
寸
）
は
宏
一
一
会
設
利
叫
ん
μ
紅
で
h
b
い
限
り
、
仁
川
在
役
会
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
、
り
す
ぷ
い
と
さ
れ

、向、zz 

八
丸
木
甲
山
）
、
大
会
仏
と
に
あ
る
公
開
会
bf
て
は
昨
査
役
会
が
耽
査
役
心
臓
衿
の
執
行
円
悶
す
る
お

山
？
？
定
め
る
」
と
が
で
き
る
が

品
作
ね
一
ハ
役
会
設
目
立
会
J

ペ
ー
の
業
務
及
び
貯
佐
川

J

状
況
の
調
査
の
方
法
そ
の
他
心
駁
＋
主
役
の

「
ノ
ト
吋
’

I
l
j

、

ι
ノ主

戦
併
の
執
「
J
に
閃
「
る
計
百

J

泊
？
の
決
定
守
山
、
阿
世
且
八
日
役
の
梓
阪
の
行
使
乞
妨
げ
る
一
」
三
か
ご
さ
な
い

一
九
円

J

条
雨
ハ
）
c

獄
h
H
制
で

W
H
y
－
を
貫
徹
ず
る
守
一
／
）
は
黙
1

〆
い
で
め
、
大
会
社
に
お
い
て
は
、
駐
査
役
会
を
一
試
汁
、
ト
ピ
「
へ
え
伐
の
羽
任
制
yh
日
明
査
役
会
の
ム
じ
よ
誠
制
を
一
一
事

ら
れ
に
い
る
の
で
あ
る

J

る
こ
t

仁

責
任
追
及
に
お
け
る
権
限

抗
告
役
設
覧
会
社
一
、
九
五
社
法
一
一
八
九
条

項
・

i
ポハ
U

選
出
に
よ
わ
、

拾
荷
役
の
R
M
1
q
d
J
J
ム
ム
一
色
且
特
に
限
定
さ
れ
て
w

る
会
引
は
玲
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か
れ
る
）

主
任
ば
攻
締
役
が
庶
骨
役
設
置
会
社
に
対
し
て
訴
、
ノ
7
ど
提
起
す
る
場
人
ぱ
に
、

に
お
い
て
、

況
が
史
又
ム
オ
し
、

；
L
f
f
；一メ一

、
：
：

v
v十
川
吋

院
査
役
が
P
1
一
荷
役
設
丘
公
社
を
代
表
す
る

二
八
六
条
頃
）
υ

ま
た
、
松
t

；
hlv
九
百
社
に
刈
L
て
行
う
、
取
締
役
の
責
仔

を
追
及
す
る
詳
え
の
枕
同
止
の
請
ぷ

明
記
ふ
川
川
、
）
に
つ
い
て
も
、
同
荷
役
が
民
奇
役
誌
窓
会
州
十
代
友
子
竺

L
剛
志
立
川
い
は
認
訴
に
令
点
る
ム
U
N
引
の
汁

の
人
的
・
時
間
的
・
金
銭
的
負
担
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
必
市
k
h
v
d
m
7
Q
が、

こ
の
裁
量
権
ハ
vhu況
が
経
常
判
断
の
内
包
に
属
「
る
か
五
か
に
つ
レ
て
は
、
、
一
れ
を
否
定
す
る
い
わ
併
か
多
レ
c

こ
れ
に
対
l
、
ム
ー
型
的

出
世
話
役
心
会
社
に
刻
計
二
三
パ
宵
賠
償
責
任
を
追
及
ト
J
Q
訴
え

戸
会
二
八
ハ
全

に
h
h
山、
d
f
、

外
的
イ
メ
シ
ー

J

k

f

A

、λみ｝
i

，、ノ、
22ノ

升
川
守
町

J
4
1
r
u
M
M
U

ヘ
う
品
告
を
し
た
ー
ム
し
訴
え
一
五
言
叫
し
芯
い
、
一
と
が
会
社
の
け
点
主
は
の
れ
／
仰
に
迂
る
と
判
断
l
た
の
で
お
、
れ
ば
、
Z
L

の
判
院
内
容
が
苦
し
く

考を長

合
理
性
日
ど
欠
J

、
も
の
で
な
い
間
以
り
、
益
査
役
に
過
失
な
め
る
と
見
る
心
は
同
州
知
で
あ
る
と
い
、
ぇ
、
こ
れ
は
一
恨
の
経
ザ
刊
新
に
類
似
し

に
判
断
で
あ
る
と
ナ
る
見
解
も
ふ
る

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

じ

内
部
統
制
、
ン
ス
チ
ム
の
構
築
に
お
け
る
監
査
役
の
貨
務

他
の
攻
締
役
の
職
務
快
行
を
昼
校
す
る
義
務
が
あ
る
、

以
締
役
会
の
梢
成
員
で
あ
る
以
締
役
は
、

従
世
か
、
川
一
、

務
状
行
古
川
門
別
的
L
V
L
続、
F
る
こ
と
は
が
可
院
で
あ
り

取
締
役
の
監
松
義
務
に
つ
い
て
は

J
Z
ょ
ん
ポ
ハ

T
1
J
1
］
こ
一
J
〉

。
寺
、
4
寸

A
午

γ
、
対
レ
匂
ノ
J

才
才

y

て
い
る
か
が
か
が
「
γ
心
に
将

J

察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

て
い
る
か
六
一
ど
か

『コ
fコ

年
の
改

正
搾
法
は
、
仁
会
門
司
ベ
会
等
設
M

一ム
h
H
引
旧
制
妥
当
ム
式
投
｝
一
人
以
川
引
〕

の
み
に
汁
L
、
内
部
税
期
シ
ス
ア
山
心
情
栄
一
を
義
務
付
け
に
が
、

（コ
u 

冗
刊
に
成
げ
し
ゅ
人
会
制
法
に
お
い
℃
は
、
委
員
会
設
問
公
社
の
み
は
ら
以
内

J

、
一
人
会
社
全
体
に
対
し
、
取
約
川
い
の
識
お
の
紋
行
h
f

法
令
官
民

ひ
定
款
バ
ト
直
ム
ロ
寸
る
ご
と
古
確
保
ヲ
ァ
句
人
め
の
体
制
そ
の
他
泳
ト
ヘ
合
引
の
業
務
ハ
ザ
述
d
乞
確
保
L

す
る
た
め
に
必
誌
は
も
の
と
し
て
法
務 」つ

。〉
三迄二
川、
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省
令
で
に
め
る
体
制
の
件
情

一
四
八
条
一
頃
悶
サ
、
一
え
条
四
項
r
ハ
号
、
川

ノ＼

ょに
ん、

1員

口

ムμ
お
法
施
行
反
則
九
八

条

ババ
J

F

」

J

、一｝、

I
、
l
J
L
V【

ス
号
一
四
八
条
判
同
一
、

取
約
役
ま
た
は
れ
給
役
会
が
決
定
す
る
一
て
つ
ノ
義
務
付
け
た

一
（
り
の
条
、

条

六
二
条
h
引九

凶
一
六
条
二
羽
）
。

が
ど
れ
、
会
司
法
に
お
け
る
門
部
絞
制

γ
ス
一
フ
ム
は
、
来
務
執
行
機
関
の
外
部
の
機
関
ミ
あ
る
監

一
心
心
条
：
一
揖
）
、
丸
郊
統
制
一
ン
ス
一
プ
ム
の

木
古
川
い
に
士
Q
業
税
引
同
行
機
対
日
統
制
J
V
－
合
れ
乙
き
れ

ぷ
訂
祉
法
施
ろ
も
規
則
九
八
条
河
損

構
築
が
欧
査
役
の
佐
川
査
の
刻
家
ζ

日
h
、
佐
々
の
統
制
一
一
行
片
付
け
い
賠
在
心
付
ι
崇
セ
あ
る

方
、
除
去
片
中
山
吋
川
は
そ
れ
ヨ
ル
小
が
内
部
統
制
、
ン
ス

ア
ム
心
部
で
あ
る
と
訴
さ
れ
ご
レ

企
業
副
’
M
ゎ
効
率
冷
の
紋
引
の
た
め
に
以
取
締
役
会
の
強
化
か
不
司
欠
で
あ
る
が
、
伯
方
、

h
k
業
川
’
切
り

d
当
浬

乃
ド

λ
つ
了

（

f
I
t
 

は
企
業
の
内
部
統
制
制
皮
の
充
実
が
p
吋
よ
り
も
求
め
ら
れ
、
以
机
伝
者
心
立
山
い
い
で
整
備
さ
れ
、
維
持
き
れ
る
門
部
税
制

h
ず
る
こ
と
が
孟
在
役
心
役
割
と
さ
れ
て
い

こ
の
よ
う
な
考
え
ワ
い
い
判
例
に
お
い
て
も
採
川
さ
れ
て
い
る
か
、

よ
る
「
孟

合
役
は
、
尚
＼
仏
叶
付
川
州
民
一
一
条
頃
の
治
山
川
右
党
け
る
小
ム
ゃ
れ
を
除
き
、
業
務
同
首
長
の
職
責
を
担
う
て
い
る
た
め
、
取
締
役
が
り
ス
ケ

町
村
担
体
制

い
わ
ゆ
る
内
部
統
制
ン
ス
テ
ム
）
の
埜
yFJな
わ
っ
て
い
る
か
汗
か
が
〈
牝
壱
す
べ
き
収
資
を
負
う
7
0
（
り
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま

L

ぺ
、
手
伝
役
L
Y

し
て
の
を
特
、
出
主
義
務
の
内
科
を
な
寸

E
の
と
し
h

つ
こ
と
が
ご
ざ
る
と
さ
れ
て
い

多

b
u
て
w
t
F
4

役
J

業
務
執
行
ぷ
門
の
」
い
市
民
宣
さ
れ
て
い
ゐ
内
部
税
制
ン
ス
ブ
ム
と
の
述
勤
が
凶
ら
れ

t
い

～JW
い
の
が
常
一
九
也
ー
で
斗
め
っ

内
部
社
判
刷
、
ン
ス
子
、
の
構
築
に
お
い
て
、
戸
川
人
え
は
が
こ
れ
r
J
M
切

の叫円川本立の宅六

叫
出
川
査
役
が
、
州
民
統
制
部
叶
と
緊
密
な
連
係
を
似
つ

一心一

る
解
釈
が
一
は
ほ
呉
市
な
く
認
氏
ら
れ
で
い
る
口

効
M
U
の
向
ー
に
つ
な
が
る
L

る
戸
、
と
も
’
有
効
立
あ
る

rγ

イ1
一「f) 

合
条
構
成
員
の
吋
断
り
引
の
h
阜、ァヶ
H
U
に
よ
れ

2

刈
一
部
統
剖
か
ら
の
混
一
況
が
バ
1
L
に
ぬ
ム
円

合
業
構
成
員
が
l
ハ
訣
し
と

統
制
J

古
川
…
ー
切
に
し
た
場
合
、

計
ヤ
リ
d
q千f
H
m
内
部
統
制
官
無
視
し
ん
一
場
ム
1
及
び
内
部
税
制
の
偶
然
ψ
1
祝
は
想
定
し
と
レ
な
か
っ
た
海
墳
の

: Ex人i.tc刊行l"3・4 S~tiJ D日［2川：；I、
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変
化
や
新
介
な
山
中
川
ι
象
が
発
ρ

〕
た
川
柳
d
n
H
い
は
、
内
部
統
制
が
右
効
に
機
脱
せ
ず
、
有
尖
活
動
の
迎

rymrつ
効
主
的
人
々
だ
行
が
市
保
で
缶
一

江
い
階
台
が
為
る
と
品
川
一
一
抗
さ
れ
る
ハ
叫
出
川
査
役
は
、
独
止
か
つ

puv的
な
機
関
〆
γ
午
、
内
部
紛
争
の
処
珂
Jbft

行
つ
た
め
に
も
、

一

訂

一

出

、

女
粁
を
山
市
一
反
さ
れ
る
よ
う
な
こ
乙
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
申
に
庄
司
矧
じ
枚
討
し
て
お
く
必
伎
が
あ
る
が
、

9
J
 

F
メ
一

九
（
り
構
築
及
び
て
の
運
用
に
つ
い
℃

η
検
証
J
D
当
然
な
か
ら
重
安
で
あ
る
と
怠
わ
れ
る

U

れ
札
約
役
Tv

門
部
統
的
、
ン
ス
フ

四

戸
い
本
法
の
今
後
の
中
川
法
へ
の
不
峻

以
？
に
か
ら
ず
る
と
、

日
本
法

ιお
け
る
に
h
査
役

に
は
持
続
中J

な
拾
北
町

J
l杏）

の
と
め
の
広
範
な
権
限
が
弘
、
ぇ
ら
れ
て
い
る
に

考を長

さ
ら
に
は
職
務
執
行
を
行
、
7
に
際
し
善
意
て
雫
太
な
過
失
の
す
ば
い
取
締
役
心
青
山
川
に
つ
い
て
、
そ
の
宇
部
免
絵
に
問
ず
る
議
案
や
株
ム
下

（ム
4

E

h

条
二
店
一
ハ
主
、

総
会
に
提
出
す
る
際
に
は
、
乱
首
ト
九
円
役
〈
l
戸
一
の
阿
古
川
M

、
心
中
ぶ
と
さ
れ
て
い
品

η

監
ん
え
ヌ
む
拡
査
mv
一
貫
性
が

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

維
持
さ
れ
て
い
る
他
方
、
除
去
役
の
取
締
没
ペ
心
計
咋
円
義
務
の
回
行
に
よ
り
、
業
務
執
行
を
行
為
円
取
締
役

白
ら
に
、
お
、
取
締

役
の
不
一
？
行
為
に
い
い
川
し
込
述
に
是
正
抗
置
と

14ν
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
〈
」
し
か
L

、
ね
に

i
場
会
社
守
口
一
除
夜
役
が
松
山
一
豆

p
m

っ
て
い
る
と
の
汗
怖
は
い
ま
だ
に
少
ん
ア
＼
制
度
九
t
f
d
l
の
設
前
は
絶
、
え
ず
、
怯
山
一
強
乞
を
め
く
る
議
論

h
J
U
J一
し
実
効
的

の
多
く
は
人
事
権
九
桂
川
可
、
）

C
い

中
日
に
い
U

い
て
は
、

C
C
青
年
の
公
司
法
改
正
を
死
て
民
事
会
心
権
限
が
栴
当
強
化
さ
れ
た
こ
い
え
る
ロ

E
本
の
前
述
の
改
花
議

)f. 

作

お
政
法
規
、
台
祉
の
だ
款
並
び
に
い
帆
で
総
会
の
決
議
に
違
反
｝
ノ
た
政
約
仙
は
わ
ん
と
リ
門
絞
泣
攻
人

グ
閣
の
動
向
か
り
す
る
と
、
特
に
、

又
に
対
一
q
，
司
令
市
午
ー
従
来
権
（
公

項
・
1
比
四
条

や
、
味
下
か
に
会
へ
の
提
案
権
へ
公

一品川中北ホ

九
条
一
－
H
－
五
川
条
h

号
～
が
与
、
t
ら
れ
、

V
け
宇
会
の
机
伶
い
の
店
昨
保
阜
、
巨
け
査
の
夫
効
性
の
れ
い

V
I
I
I
A

が
同
ら
れ
に
こ
と
は
、

評
価
に
値
「
る
。

L
か
L
、
円
本
日
い
と

比
較
さ
匂
と
、

寺
内
的
な
抗
告
城
山
市
守
L

し
て
の
川
町
甘
辛
会
の
作
目
づ
け
が
依
然
と
し
て
明
確
で
は
な
く
、

し
た
が
コ
て
肝
km
ん
日
出
明
’
械
の
同
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の
た
め
の
f

l

介
r
d権
限
げ
か
j

与
え
ら
れ
て
い
な
し
い
し
す
な
わ
ち
、

長
士
山
市
ム
百
は
攻
締
役
会
に
よ
る
心
的
活
に
お
け
る
諸
利
宝
関
係
蓄
の
利
点
の

代
弁
者
と
い
う
位
凶
行
づ
け
が
維
訂
さ
れ
、

経山一
U

の
億
九
刊
確
似
と
い
戸
、
の
が
防
事
会
C
ニ
た
る
機
桂
で
あ
る
と
い
え
認
識
が
な
お
夜
間

さ
れ
亡
い
な
い
そ
の
一
万
三
、
所
右
〉
丘
町
内
川
心
人
刀
艇
に
悶
し
に
は
、
依
然
乙
し
て
紋
エ
総
会
が

fF一
会
社

に
問
日
一
i
q
y
い

う
ぷ
久
勢
小
維
持
さ
れ
て
お
り

ハ
ン
い
条
・
一
二
八
条
口
口
之
、
引
告
発
行
f

公

C
C条
・

八
条
八
号
〕

r負
＋
ハ
ム
尚
一
制

は
戊
び
組
織
小
企
九
吏
ハ
公

C
（いノ粂吻

一
八
条
九
す
J

M

干

J

の
ボ
ア
ヨ
に
持
し
て
は
、
株
i
総
会
r
A
決
議
す
る
と
六
れ
亡
い

株
主
総
会
が

14Z門
山
川
部
ケ
果
に
い
り
と
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
妹
、
一
下
総
主
は
位
以
田
万
専
門
的
刈
機
認
で
は
な
い
う
え
に
、
株
主
総
会
の
形
絞
化
は
そ

の
続
料
門
機
能
力
町
一
体
化
に
つ
以
が
る
う
L

い
え
る
。
し
に
が
っ
て
、

や
は
れ
り
拾
有
の
一
苦
門
的
機
坊
で
お
る
11－
霊
れ
と
一
の
杭
音
機
能
の
州
十
干
し

円一一ピ
f

川い
5
0、
一
と
が
判
よ
い
ノ
J
A
首
長
申
去
に
：
わ
り
、

οら
に
は
議
事
会
主
宝
九
九
刊
に
最
点
在
置
く
機
関
2
牧
青
つ
け
る
の
で
あ
れ
旬
、

ι

中
4
W
吋
I

R

f

t

 

日
本
法
か
ら
不
岐
さ
れ
る
よ
》
つ
に
、
浩
司
収
集
権
や
予
防
的
綜
合
格
限
の
定
実
化
を
図
る
必
安
が
お
り
、
業
務
引
刊
行
士
正
一
号
取
J

締
役
会

円
ら
に
よ
る
込
速
な
足
L
J
E
重
山
子
悦
「
ず
る
こ
と
が
ぶ
め
ら
れ
る
ほ
か
、
取
締
役
等
の
主
仔
追
及
に
悶
す
る
件
仁
川
市
ド
A
誌
の
権
限
も
桧
備
し
な

け
れ
ば
た
、
り
た
い
で
あ
ろ
う
す

他
方
、
泊
二
疋
ベ
ス
よ
う
に
、

攻
締
役
会
の
桃
成
一
幻
で
あ
る
他
心
玖
愉
伎
の
職
務
執
行
に
一
村
す

叫
ド
同
法
に
お
い
て
J
M

攻
締
役
に
は
、

る

「公

とL
7J' 
_, 
j 

る%J:
ζ氾市市

H: 
ノ；技
後び
0) %7 
'i＇与
l司 Jこ
u u 
l了本

お it

章、

十
八
川
品
川
恨
の
株
式
八
i
什
の
取
約
役
会
に
は
内
部
統
制
シ
ス

る
庶
民
義
務
、
で
与
す
か
れ
る
c

さ
ら
に
、

ほ
ば
同
内
容
の
勃
弘
美
r
必
が
諌
さ
れ
J
L
い

阿
八
条
一
周
（
）

ア
ム
の
構
築
義
務
が
、
そ
し
て
除
手
会
仁
は
そ
の
構
築
及
び

uAμ
に
悶
「
る
昨
査
義
務
が
等
か
れ
る
と
回
】
わ
れ
る
。
そ
う
十
一
と
す
る
と
、

前
述
の
よ
う
に
仲
け
査
対
象
が
従
来
よ
h
拡
大
さ
れ
て
い
る
み
山
一

},, 
ター
オ之

古川、・

4
凶
長

号
的
段
）
監
事
会
に
ζ

つ
て
は
、
オ
パ
ら
の

完
売
の
限
界
を
柏
戸
つ
ノ
ア
め
に
も
、
刈
一
部

J

縦
訓
川
市
吋
と
緊
密
注
連
携
を
と
り
、

さ
ら
に
で
’
れ
に
つ
い

、

、

ト

V

V

〈

し
V

h

つ
、
｝
シ
」
が
、

川
本
法
か
ら
一
小
唆
さ
れ
る
と
い
ス
る
一
互
に
、
同
じ
く
川
本
法
か
ら
ボ
岐
さ
れ
る
よ
う
に
、
昨
査
戦
務
の
遂
行
の
ド
め
に
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は
E
L
J
の
お
任
制
が
ぶ
め
、
ア
れ
る
た
め
、

仮
に
ん
ノ
依
内
部
統
制
ン
ス
フ
ム
の
構
築
に
t
o
り
に
L

へ
同
校
務

JF法
行
ず
る
と
い
う
方
向
↑
＼
民
主
一

ム
ム
判
例
友
を
構
築
す
る
い
一
と
を
日
指
す

rl）
て
も
、

の
独
引
制
は
排
除
さ
れ
ム
三
、
き
ご
は
江
い
〉
一

義
務
の
ι阪
神
明
に
は
出
相
応
の
権
限
の
拡
大
を
必
佐
官
v

」
fuv
一
方
、
格
限
の
ノ
？
川
伸
ヤ
ケ
い
な
ら
白
い
よ
う
に

T
q七
め
に
は
、

a
R粁
制
度
人
MYP

－絞

情
に
す
る
、
必
泌
が
生
じ
て
く
る
口
島
事
会
の
山
山
荘
絞
殺
－
drL川一

f
を
め
〈
勺
て
は
な
お
山
一
投

whu必
安
で
あ
る
が
、
人
J
比
何
件

J
i
代
衣
訴
一
訟
の

活
牝
化
に
よ
h
リ
議
雨
が
さ
、
コ
に
品
交
に
ぽ
る
ご
〆
｝

か
る
ハ

考を長

ぺ
－
一
言
一
湖
校
主
光
什
山
一
試
論
技
国
股
ハ
vp小一一

H
f山
下
先
制
心
的
快
川
及
其
申
立
市
に
口
市
同
法
学
院
学
刊
紙
第
六

主
永
町

H

株式日

t
コ
や
心
部
化
ヘ
f
H

寸
的
問
主
リ
度
」

l
海
巴
人
以
一
一
ノ
い
ハ
γ

年
問
一
川
町
げ
二
良
一
烹
九
州
化
一
「

制
度
｜
｜
去
可
制
片
一
仕
奈
川
γ
涜
カ
九
刊
行
治
日
訊
（

J

民
、
設
潔
一
浬
AU
相
完
菩
投
合
公
判
一
山
町
民
的
沢
崎
一
段
代
法
J7

二
有
志
一
刻

一ヘノ一一、一一、
L
で
ハ
プ
一
以
手
培
志
陪
官
、
均
一
一
一
貫
十
円
寺
中J
人
一
三
ゐ
詩
情
戎
一
久
町
制
同
町
4
7
k
t
H
J
信
組
功
能
」
可
止
九
仏
C
J
枕
M

品
川
一
ハ
ノ
町
一
〈

ヘ
ノ
一
午
二
八
百
一
、
活
但
一
治
、
一
室
事
岳
山
町
事
会
7
現
代
公
円
監
守
机
制
的
混
川
れ
ど
一
↓
代
法
学
二
一
J

ー
＋
刻
一

M
l九
日
、
京
師
芳
一
公
い

市
出
結
構
内
句
法
律
現

M

M

－J

政
府
規
制
一
百
十
八
及
川
点
一
判
官
一
弘
半
。
ハ
一
一
年
前
凶
閉
山
川
、
八
百
ぃ

ミ一
J

佑
潔
・
引
現
t
l
z
、

F

ノ
引
ト
ム
ド
羽
出
「
判
両
氏
出
小
、
叫
民
主
J
A

一
私
立
山
不
足

U
，一芸一

J
V与

A
f叩
松
市
一
ニ
ヘ
）
期
一
一
つ
ぺ
立
イ
）

ム
ロ
ハ
王
以
ほ
一
公
己
中
、
路
北
与
公
ト
J
い
せ
－
制
改
的
｛

trTIPI
山由ぺ柊
M

ヴ
止
日
求
活
応
件
」
法

γ
円
、
ノ
一
同
午
第
仁
刻
七
百
一
は
、
へ
在

九
品
川
竹
上
の
豆
大
ぃ
弔
問
J
R
F
U
災
発
的
な
＋
午
パ
ど
に
叩
ハ
コ
て
耳
宇
会
に
報
1
2
」
ゴ
ベ
さ
だ
日
い
う

（4
一
一
白
同
棟
「
中
川
問
公
む
は
い
心
同
店
資
制
υ
ど
判
例
タ
ノ
ム
ズ
パ
一
川
じ
サ
一
九
九
凶
イ
一
〆
f

八
二
買
、
I
心十ム川一
L
H
奥
L
川V
4
M
t
hヤ
同
’
三
什
法

入
門
一
一

μ
平『
u
r
A叶苅出向
ν
十
、
一
九
λ
八
半
）
－

K

R
夜、

μ芋
版
一
、
呉
入
品
ほ
か
一
固
有
八
f
Z改
草
比
杓
リ
凶
作
叫
ん
ん
（
f
、
片
山
民
山
1
収

吐
、
つ
つ
一
主

J

立
（
一
一
百
六

C

ぺ
一
：
吉
岡
山
問
。
日
掲
注
一
4
一
ノ
門
町
、

zfd同
手
段
。
f

吋
掲
注
－
1

1

t

ソ
一
日
、
方
刊
以
一
民
国
公
己
反
！
へ
白
川
一
結
構

l
E察
位
右
効
行
便
的
法

十
件
古
川
べ
閉
経
治
一
九
九
円
ん
川
斗
ワ
二
九
九
九
年
一
一
店
、
引
v
ん
涜
訟
に
布
一
一
よ
な
か
有
呪
公
司
弘
子
↓
古
川
託
料
口
械
的
改
，
法
律
山
一
考
」

ρ
ノ
ん
兵
士
千
九
州
＝
一
寸
見
、
山
刷
新
車
「
四
角
川
令
幸
町
皆
川
制
的
山
律
仰
い
け
制
一
位
千
以
絹
一
令
4
4
h

改
制
及
主
将
同
法
体
盗
制
人
以

ハ
、
仁
一
午
一
山
一

会司式＇＂汁こおける監； iげをはJ;,Lイこにじ可γどj

川
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門
｛
V
M
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と
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民
民
間
収
辻
、
一
一
円
ノ
コ
二
勺
」
ハ
J
〔

J

H
〕

（
口
一
説
可
部
「
E
R
査
役
巨
L
A
V
役
人
以
刀
杭
r村
LY

椛
限
」
当
事
J
J掛川パ
L
ん八一崩…「段上九
H
役
ハ
ノ
ト
ブ
ア
ジ

ムC
ハ
一
ヘ
ノ
一
ヰ
）
九
戸

R
J

ぺ7
一
方
刊
以
前
喝
注
｛
〕
、

r

J

、
州
本
草
。
前
渇
注
｛
〕
、
一
ハ
ハ
U

計
J

ヘ
バ
一
一
能
出
H
M
e
N
掲
引
（
、
h

と
ひ
じ
川
、
鈴
木
民
一
早
査
τ
会
開
会
乙
監
官
れ
叫
ん
式
、
間
一
ヲ
る
選
択
制
’

τ
〕
」
商
事
法
務

t
一
一
ー
ケ

（
一
丘
年
じ
百

一Q
L

保
問
除
肌
松
一
山
i

司
一
公
叶
試
行
’
’
よ
叶
主
品
川
「
中
凶
一
致
ム
片
品
川
収
吐
、
一
九
v
n
四九汁）

f
八
円
、
悔
恨
安
一
辺
代
九
耳
打
機
関
懐
刀
桜
山
L

論
一
市
国
政
法
大
J

よ
い
収
什
、
一
じ
く
〆
ん
1
～
ア
バ
一
八
日

J

（
め
｝
一
ム
ハ
l

、
ほ
か
前
提
い
i

（
↑
♂
王
一
六
Hb

一
、
斗
）
全
ポ
「
中
韓
山
間
股
怜
白
限
公
山
内
M
K
事
制
庄
川
比
岐
、
永
一
鼠
作
品
凶
公
叶
治
理
中
区
事
ヘ
ロ
川
芝
的
火
事
一
山
川
以
i
ヘ

J
Y泳
三
り
つ
川
一
比

お
戸
山
u

会
仁
、
紳
志
男
一

7

一
口
股
伶
公
凶
監
事
主
務
弓
JHU
汗
之
比
較
山
江
τ
J
E
v
v
hに
す

η
j
d苦
第
一
刻
一
一
ヘ
一
ヘ
一
以
年
、
八
八
民
、
干
一

軍
掠

E
A山
干
十
「
民
国
一
白
川
川
公
司
恥
事
会
制
定
的
叶
ノ
抗
印
完
主
仕
誌

r込
山
尚
治
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ノ
＼
J
A
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ノ
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仁
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解
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司
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d
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＋
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A
務
六
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「

一日比
F
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日
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一
2
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U
F
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一
一
山
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注
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日
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反
刷
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ト
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り
一
ハ
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日
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↑
刷
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｛
H
U
L
h

川j

コ
丹
、
幹
士
山
巴
刷
渇
注
「
H

U

I
、
コ
点
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土
問
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概
H

亙
開
辛
。
p
m
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t
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（
刊
づ
一
民
）
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刊
日
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不
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町
帆
R

A
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Y
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一
叶
三
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抑
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ほ
t
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一
新
版
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釈
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）
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、
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八
七
年
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百
「
J
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弔－
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、
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釘

z
－L
A
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A
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日
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P

F

右
刊
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問
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事
h
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、
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年
一
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山
｝
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司
山
仏
人
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